
共通義務確認訴訟の確定判決の概要（イメージ）

〇 入学試験（二次試験）に際し、性別・浪人年数等を理由とした異なる選抜基準を設定（得点調整）
〇 平成29・30年度入試※において不利益な扱いを受けた受験生への入学検定料等の損害賠償を請求
〇 裁判所は、得点調整を説明せずに入学試験を行うことは不法行為に該当すると判断

事案の概要

対象消費者は少なくとも2,831人
（緑・黄部分の女性・その他の出願者）
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※消費者裁判手続特例法の施行（平成28年10月）以後の事案
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